
MITA Partnership Program（MPP）は、三田証券が有する各種金融サービスの提供に係るインフラおよびノウハウを、パートナーを通じて多くの顧客にご利用
いただくためのプログラムです。
高度に複雑化した金融商品・サービスの提供には、盤石な財務基盤・インフラと先進的なノウハウが不可欠です。MPPでは最終顧客に対して高い付加価値を
提供し、案件の成約・実行に貢献することを目的とします。
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MPPにご加入いただくことで、顧客の紹介等を通じ、三田証券のリソースを存分に活用することが可能となり、以下のようなメリットを享受することが可能となります。

・原則として顧客への金融商品・サービスの提供は三田証券が行いますので、それらの提供に必要となる資金調達やその他インフラ構築の効率化を図ることが
可能となります。初期投資に係る負担を抑えながら顧客へのソリューションを拡大することができます。

・金融商品・サービスの提供の前提となる基礎的なノウハウについて、三田証券からレクチャーを受けることや三田証券がパートナーに代わって顧客に提供する
ことが可能なのでパートナー単独では提案が難しい金融商品・サービスについても、MPP加入により顧客に対して提案することが可能となります。

・最終顧客から受領する手数料等の額、およびパートナーの貢献度合いに応じて紹介料が支払われます。最終顧客から得る手数料等が継続的かつ長期にわた
るものである場合は、紹介料も継続的に支払われるため、収益基盤の安定および拡大に寄与します。

サービスの概要

三田証券は、以下に例示するような金融商品・サービスの提供に関して、豊富な実績を有しています。MPPに加入することで、これらの商品・サービスの提供に
係るインフラおよびノウハウを活用いただけます。

サービスの仕組み

主として、病院や介護施設、調剤薬局などが有する診療報酬債権等を買い
取ることで、資金を提供するサービスです。

ファクタリング

上場有価証券を担保とした融資業務です。

有価証券担保融資

国内外の不動産を担保とした融資業務です。

不動産担保融資

上記ファクタリングや担保融資以外にも、様々なスキームによる資金調達
に関するアドバイス業務、ならびに有価証券の引受けおよび買受けを行っ
ています。

資金調達アドバイザリー

M&A戦略の策定およびM&Aの実行に際して、各種専門的なアドバイスを
提供いたします。

M&Aアドバイザリー

顧客に対して規制業務である公開買付代理人業務を絡めた提案を行うこ
とができ、ソリューションの幅が拡大することが期待できます。

公開買付代理人業務

上場有価証券の同一銘柄を大量に売却または取得する取引です。三田証券では、
銘柄や株数に応じてブロック・トレーディング（その媒介等を含みます。）の
専業会社と提携し、同社の媒介等により案件の成約率向上に努めています。

ブロック・トレーディング

パートナー様には以下のサービスをご提供させていただきます。

サポート体制

商品説明用資料の提供 定期ミーティング（随時） 案件実行
商品内容の説明、顧客審査等に係るポイントの指南 左記内容のフォロー 弊社の専門チームが対応いたします



当社担当者に直接お電話・メールを頂くか、当社ホームページよりお申し込み、お問い合わせをお願いいたします。
お申し込みを頂きましたら、当社より必要な書類をご郵送いたします。お申し込み・お問い合わせ

パートナー様には以下の報酬（例）が支払われます。

【留意事項】
・各種案件の実行は弊社による審査が前提です。審査の結果によってはお客様のご希望に沿えない場合があります。　　　　
・本案内に記載された内容は、予告なしに変更またはその取扱いを中止する場合があります。
・事前調査で知りえたお客様の情報については、厳に秘密を保持いたします。

報酬

申込み・問合せ方法

MPPへ加入を希望されるお客様は、下記より弊社までお問い合わせください。お問い合わせ

お申込み MPPへ加入していただくにあたり、 MPP入会申込書兼自社紹介シートをご記入していただきます。
その際、合わせて法人謄本等のコピーをいただきます。

加入審査 ご提出いただいた書類をもとに、弊社にて審査を行います。

基本契約 お客様と弊社との間でパートナー契約を締結させていただきます。

弊社の金融商品、サービスがお客様に提供可能である場合、パートナー契約に基づき個別契約を締結いたします。
個別案件に関するパートナー様（お客様）と弊社の間の詳細な役割などを明示いたします。

クロージング後、個別契約に基づき、弊社からパートナー様（お客様）へお支払いたします。

個別契約

報酬支払

※上記の報酬形態は案件毎に変更する場合がございます。

顧客が負担する割引率 ‒ 弊社の仕切り割引率

ファクタリング

顧客の支払金利 ‒ 弊社の仕切金利

有価証券担保融資

顧客の支払金利 ‒ 弊社の仕切金利

不動産担保融資

〈アドバイザリーの場合〉顧客が支払う手数料×業務内容に応じた配分率（10%～）
〈三田証券が投資・貸付等を行う場合〉顧客が支払う金利等 － 弊社の仕切り金利等

資金調達アドバイザリー

顧客が支払う手数料×業務内容に応じた配分率（10％～）

M&Aアドバイザリー

顧客が支払う手数料×業務内容に応じた配分率（10％～）

公開買付代理人業務

顧客が支払う手数料×業務内容に応じた配分率（10％～）

ブロック・トレーディング

当社が取り扱っている商品・サービス等（以下「商品等」という。）をご利用頂く際には、各商品等に所定の手数料・諸費用等（以下「手数料等」という。）をご負担頂く場合があります。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。なお、取引の形態や内容によって各々の取引の条件が異なってくるため、一般的なサービスの概要を説明した
本資料には手数料等や個別取引のリスクを記載できておりません。各商品等にかかる手数料等及びリスクについては、契約締結前交付書面、目論見書その他説明書類（以下「説明書
類等」という。）を十分にご確認下さい。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。

qa@mitasec.comMail電話番号 03-3666-0039 トップ・ページ下部の資料請求・お問合せフォームをクリックして、
所定の事項とお問合せ内容をご記入の上、送信してください。

https://mitasec.comWEBサイト

所在地 東京本社 〒103-0026　東京都中央区日本橋兜町3番11号
 大阪支店 〒541-0054　大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号
加入金融商品取引所 東京証券取引所、大阪取引所
加入協会 日本証券業協会、日本貸金業協会
 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会
指定紛争解決機関 （金商）特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
 （貸金）日本貸金業協会、貸金業相談・紛争解決センター
適格請求書発行事業者登録番号　T6010001058171

商号 三田証券株式会社（Mita Securities Co., Ltd.）
登録番号 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第175号
 貸金業者 東京都知事（8）第27088号
 宅地建物取引業者 東京都知事（1）第103950号
 不動産特定共同事業者 金融庁長官・国土交通大臣第76号
設立年月 昭和24年（1949年）7月
資本金 5億円
代表者 代表取締役社長　門倉　健仁

会社概要


